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１．定期検査の概要 
女川原子力発電所第２号機第８回定期検査は、平成１８年７月１６日から平成１９年２月１５

日の間（並列は平成１９年１月２１日、定期検査開始から並列まで１９０日間）に実施しました。 

 

２．定期検査実績工程 
（１）定期検査の期間 

女川原子力発電所２号機第８回定期検査実績工程は、次表のとおりです。（詳細は表－１参

照[Ｐ６]） 

 計    画 実    績 差 

解  列  日 平成１８年 ７月１６日 平成１８年 ７月１６日 ０日

並  列  日 平成１８年 ９月２７日 平成１９年 １月２１日 １１６日

定期検査終了日 平成１８年１０月２４日 平成１９年 ２月１５日 １１４日

並列までの期間  ７４日間 １９０日間 １１６日

定期検査終了までの期間  １０１ 日間 ２１５日間 １１４日

なお、燃料設備については平成１８年７月１４日から実施 

 

（２）計画との相違 

配管肉厚管理や東芝給水流量計問題に対する再発防止対策の実施状況等についての不適切

な事例に鑑み、品質保証体制の総点検を求めたＮＩＳＡ文書「原子力発電所の品質保証体制の

総点検について（平成 18･7･5 原院第 3 号）」を受け、原子力品質保証体制総点検を実施した

こと、および原子炉起動後に確認された高圧第１給水加熱器（Ｂ）逃し弁シートリーク、原子

炉再循環ポンプ（Ａ）軸封部第二段シール室圧力上昇ならびに局部出力領域モニタ検出器のケ

ーブル配線誤接続事象により原子炉を停止し点検を行ったことから、上記の実績となりました。 

 

３．定期検査の実績 
（１）定期検査の対象範囲 

今回の定期検査の対象範囲は以下のとおりです。 

ａ．原子炉本体 

ｂ．原子炉冷却系統設備 

ｃ．計測制御系統設備 

ｄ．燃料設備 

ｅ．放射線管理設備 

ｆ．廃棄設備 

ｇ．原子炉格納施設 

ｈ．非常用予備発電装置 

ｉ．蒸気タービン設備 

ｊ．電気設備 
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ｋ．その他 

・総合負荷性能検査 

・非常用炉心冷却系ストレーナ取替え 

・制御棒特別検査 

 

（２）定期検査の実施状況 

ａ．定期検査の概要 

定期検査において、異常は認められませんでした。詳細な検査結果を表－２[Ｐ９～Ｐ

２３]に示します。表で使われている記号の意味は以下のとおりです。 

（検査区分の記号説明） 

定：法令に基づき国または独立行政法人原子力安全基盤機構が実施する定期検査。 

事：法令に基づき当社が実施する定期事業者検査。 

安：法令に基づき独立行政法人原子力安全基盤機構が実施する定期安全管理審査※。 
※定期事業者検査に関する事業者の組織、体制、検査方法などについて行う審査

であり、今回 1３件の定期事業者検査について実施しました。 
点：保守管理に基づく点検、補修等。 

 

ｂ．その他 

下記の事項については、ひびや傷等が認められましたが、点検・補修の結果、各機器の

健全性には問題ないことを確認しております。 

 

【主要機器点検情報参照】 

№１ スチームコンバータ系配管の減肉について 

№２ 残留熱除去系熱交換器（Ｂ）水室フランジボルトのネジ山損傷について 

№３ タービン振動位相角基準検出器の損傷について 

№４ 制御棒駆動水圧系方向制御弁からの異音について（改） 

№５ 圧力抑制室プール内の異物について 

№６ 蒸気タービンにおけるひびについて（改） 

№７ 気体廃棄物処理系排ガス予熱器（Ａ）仕切板の変形について（改） 

№８ 制御棒駆動機構カップリングスパッドの損傷（改） 

№９ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関ピストン連接棒の浸透指示模様について 

№10 原子炉再循環ポンプ（Ａ）パージライン逃し弁の傷について（改） 

№11 原子炉冷却材浄化系注入ライン出口弁シート面のエロージョン（改） 

№12 起動領域モニタ（Ａ）監視ユニットの動作不良について 

№13 主蒸気隔離弁コントロールパネルケーブル芯線露出について 

№14 制御棒駆動機構の分解点検時のインデックスチューブと駆動ピストンのネジ山

損傷（改） 
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№15 制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットのアキュムレータ開放点検後の単体漏えい

試験時の微量な漏えいについて 

№16 残留熱除去系（Ａ）流量制限逆止弁端子ボックス内の油たまりについて（改） 

№17 非常用ガス処理系トレイン出口流量計における流量測定範囲の不整合について 

№18 非常用ディーゼル機関（Ａ）過速度トリップ装置付属３方弁のシートリークに

ついて 

№19 制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットの弁のハンドル部の不良について（改） 

№20 タービンローカル制御盤ディスプレイ取替工事に伴う不具合について 

№21 制御棒位置検出スイッチの不良について 

№22 起動用真空ポンプ気水分離器ベントラインからの水漏れについて 

№23 局部出力領域モニタ検出器の値と校正用検出器の値との差の発生について（改） 

№24 原子炉再循環ポンプ（Ａ）軸封部第二段シール室圧力上昇について 

 

４．主要工事等の実施概要 
（１）燃料の取替え 

５６０体ある燃料集合体のうち、７２体を新燃料に取替えました。 

 

（２）制御棒駆動機構の点検 

１３７体ある制御棒駆動機構のうち、１４体について分解点検を実施し、その健全性を確

認いたしました。 

 

（３）出力領域モニタの取替え 

３１本ある出力領域モニタのうち、性能機能維持を図るため、６本について取替えを実施

いたしました。 

 

（４）復水器細管の点検 

２６，６００本ある復水器細管のうち、復水器（Ａ）細管全数（１３，３００本）および

復水器（Ｂ）外周管（８９０本）について点検を実施した結果、復水器（Ａ）の細管１本に

外表面の浸食が確認されました。 

なお、浸食が確認された細管について施栓を実施しました。 

 

（５）高サイクル熱疲労に係わる検査 

平成１７年１２月に原子力安全・保安院より高サイクル熱疲労割れに関する評価を行うよ

う指示文書が発出されたことに鑑み、一次冷却材が循環する配管からの分岐管であって､通常

運転時に高サイクル熱疲労割れが発生する可能性が高い部位について評価を行った結果、非破

壊検査を必要とする部位はありませんでした。 

なお、本内容について平成１８年１１月２８日に原子力安全・保安院へ報告しております。 
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（６）非常用炉心冷却系ストレーナ取替工事 

残留熱除去系、高圧炉心スプレイ系および低圧炉心スプレイ系のストレーナについて新型ス

トレーナへの取替えを実施しました。 

 
（７）制御棒のひび等に関する点検について 

平成１８年１月１９日付け「制御棒のひび等に関する点検について」（平成18･01･19原院

第１号）による原子力安全・保安院の指示に基づきハフニウム板型制御棒の健全性確認を行っ

た結果、１３本のうち５本について、ハンドルとシースをつなぐ溶接部近傍にひびが認められ

ました（平成１８年５月２３日お知らせ済）。 

ひびが発生した原因について調査を行った結果、照射誘起型応力腐食割れの可能性があるこ

とが確認されました。 

 これは、平成１５年に福島第二原子力発電所３号機などの他社号機で発生した事象と同様の

ものであり、制御棒の健全性に影響を与えるものではないとされておりますが、念のため、こ

の微小なひびがあるハフニウム板型制御棒について健全性の評価を行いました。その結果、ひ

びがある状態で継続使用しても原子炉の安全性に影響を与えるものではないことが確認でき

たことから、当該制御棒については引き続き使用することとしました。なお、ひびがなかった

４本のハフニウム板型制御棒については引き続き使用するとともに、運転中に熱中性子照射量

が４．０×１０２１ｎ／ｃｍ２を超えたハフニウム板型制御棒４本については、取替えを行って

おります（平成１８年６月１２日お知らせ済）。 

その後，ハフニウム板型制御棒については，全てボロンカーバイド粉末型制御棒に交換しま

した。 

本件を踏まえ、ボロンカーバイド粉末型制御棒１２４本について、ハンドルとシースをつな

ぐ溶接部近傍の外観点検を実施しました。 

 点検の結果、１２４本中５本について、平成１５年の福島第二原子力発電所３号機や平成

１８年の志賀原子力発電所１号機において確認された事象と同様の、ハンドルとシースをつな

ぐ溶接部近傍に垂直なひび、およびシース上部スポット溶接部近傍に水平なひびが認められま

した。 

制御棒の健全性について評価したところ、これらのひびにより制御棒の構造健全性が損なわ

れることなく、ひびのある状態で継続使用しても原子炉の安全性に影響を与えるものではない

ことを確認したことから、当該制御棒については再使用いたします。 

また、ひびの確認された５本以外の１本について、ハンドルとシースをつなぐ溶接部近傍に

線状の突起物が確認されました。この線状の突起物は制御棒の構造健全性上、問題となるもの

ではありませんが、念のため、新品の制御棒と交換いたしました。 

 

（８）制御棒および燃料指示金具の入れ違いについて 

制御棒の外観点検を行っていたところ、７月１３日に、６体の制御棒および燃料支持金具

が本来配置されるべき位置と異なった位置に据付けられていることを確認いたしました。 
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このため、その他の全ての制御棒および燃料支持金具について点検を行ったところ、他に

誤った位置に据付けられているものはないことを確認いたしました。 

また、今回の入れ違いが運転に及ぼした影響を評価したところ、安全に運転できていたこ

とを確認いたしました。 

なお、本事象については、品質保証上の問題があると判断したことから、このようなこと

が起きた根本原因、再発防止対策などについて、先に設置した原子力品質保証体制総点検委

員会の枠組みの中で検討し、結果を取りまとめて「原子力品質保証体制総点検結果報告書」

で報告しております（平成１８年８月２３日お知らせ済み）。 

 

５．その他公表した情報 
№１ 女川原子力発電所２号機の第８回定期検査の開始について 

№２ 女川原子力発電所２号機 原子炉建屋地下３階トーラス室における水たまりの発見につ

いて 

№３ 女川原子力発電所における配管減肉に係わる追加点検結果および配管肉厚管理の徹底

について 

№４ 原子力品質保証体制総点検の結果について 

№５ 女川原子力発電所２号機 原子炉建屋地下３階トーラス室における漏えいの原因および

再発防止対策について 

№６ 女川原子力発電所２号機 制御棒および燃料支持金具の入れ違いについて 

№７ 女川原子力発電所２号機の配管識別表示の誤りについて 

№８ 女川原子力発電所２号機の原子炉起動について 

№９ 女川原子力発電所２号機 高圧第1給水加熱器（Ｂ）逃し弁の点検実施について 

№10 女川原子力発電所２号機 高圧第1給水加熱器（Ｂ）逃し弁の点検結果について 

№11 女川原子力発電所２号機の原子炉再起動について 

№12 女川原子力発電所２号機の発電再開について 

№13 女川原子力発電所２号機の原子炉再循環ポンプ（Ａ）軸封部の取り替え等について 

№14 女川原子力発電所２号機の原子炉停止について 

№15  女川原子力発電所２号機の原子炉再循環ポンプ（Ａ）軸封部の取り替え等の調査結果

について 

№16 女川原子力発電所２号機の原子炉起動について 

№17 女川原子力発電所２号機の発電再開について 

№18 女川原子力発電所２号機の第８回定期検査終了について 

 

 



表－１　女川原子力発電所２号機　第８回定期検査　主要点検工程表

年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

延    日 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

定期検査開始

非常用炉心冷却系統ストレーナ取替工事

燃料装荷

ＬＰＲＭ取替

燃料設備点検 燃料装荷

クラス１機器及びクラス２機器供用期間中検査

主蒸気隔離弁分解検査

主蒸気逃がし安全弁分解検査

主要計測機器及び一般計測機器点検

エリア・プロセスモニタリング設備点検

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検

発電機点検・変圧器点検・しゃ断機点検

76

９月

▼

そ の 他

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

電 気 設 備

平成１８年７月

－
6
－

主 要 工 程

燃 料 設 備

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

８月



表－１　女川原子力発電所２号機　第８回定期検査　主要点検工程表

年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

▼

高圧第１給水加熱器

ＣＲＤエアベント・Ｆ／Ｔ 原子炉圧力容器漏えい検査 原子炉格納容器全体漏えい率検査 （Ｂ）逃し弁点検 調整運転

燃料装荷 原子炉復旧 原子炉格納容器復旧

炉心確認

炉心確認 原子炉圧力容器漏えい検査 原子炉格納容器漏えい率検査

原子炉復旧 原子炉格納容器復旧

燃料装荷

クラス１機器及びクラス２機器供用期間中検査

主蒸気逃がし安全弁分解検査

主要計測機器及び一般計測機器点検

エリア・プロセスモニタリング設備点検

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検

発電機点検・変圧器点検・しゃ断機点検

5

3

3

2

１１月 １２月

6

6

6

2

6

2

平成１８年１０月

起動前試験

－
7
－

主 要 工 程

燃 料 設 備

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

2

そ の 他

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

電 気 設 備

並列

系統保管系統保管

21

4

9

系統構成

起動 再起動



表－1　女川原子力発電所２号機　第８回定期検査　主要点検工程表

年　月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259

並入 総合負荷性能検査

▼ ▼

原子炉圧力容器漏えい検査

原子炉格納容器漏えい率検査

３月

そ の 他

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

非 常 用 予 備 発 電 装 置

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

計 測 制 御 系 統 設 備

電 気 設 備

２月平成１９年１月

25

－
8
－

主 要 工 程

燃 料 設 備

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

▼

解列

原子炉再循環ポンプ（Ａ）

メカニカルシール取替え

原子炉圧力容器漏えい検査

3

調整運転

26

6

起動

4

調整運転



設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

原子炉本体 燃料集合体外観検査 定 1.外観検査 ・再装荷する燃料集合体に有害な損傷・変形等がなく、燃料棒間げきに狭小な箇
所がないことを確認した。

燃料集合体炉内配置検査 定
安
1.外観検査 ・燃料集合体が炉内の所定位置に正しく装荷されていることを確認した。

原子炉停止余裕検査 定 1.特性検査 ・最大価値を有する制御棒１本を全引抜きにした状態においても、原子炉を臨界
未満にできることを確認した。

炉内構造物検査 事 1.外観検査 ・炉心シュラウド支持ロッドに変形、心合わせ不良、傾き、隙間の異常、ボルト
締め付け部の緩み、部品の破損、脱落および機器表面における異常ないことを
確認した。

原子炉圧力容器検査 事 1.開放検査 ・原子炉圧力容器にき裂、打痕、変形およびその他の欠陥のないことを目視によ
り確認した。

原子炉格納施設 原子炉格納容器全体漏えい率検査
(6時間)

定 1.原子炉格納容器全体漏え
い率検査（Ａ種試験）

・格納容器バウンダリを窒素ガスにより加圧し、漏えい率を求め原子炉格納容器
の気密性能の健全性を確認した。

1.機能･性能検査

(1)弁動作検査 ・模擬信号を発信させることにより、原子炉格納容器隔離弁（主蒸気隔離弁と同
時に動作する原子炉格納容器隔離弁を除く）が動作することを確認した。

原子炉格納容器隔離弁分解検査 定 1.分解検査 ・原子炉格納容器隔離弁の弁体、弁座、弁棒等にき裂、変形、その他の欠陥のな
いことを浸透探傷検査及び目視により確認した。

1.機能･性能検査
(1)弁動作検査 ・原子炉格納容器真空破壊弁が所定の空気圧力以下で動作することを確認した。

原子炉格納容器真空破壊弁検査 事 1.分解検査 ・原子炉格納容器真空破壊弁の弁体、弁座等にき裂、変形、その他欠陥のないこ
とを浸透探傷検査及び目視により確認した。

1.機能･性能検査

(1)運転性能検査 ・原子炉格納容器スプレイ系を必要な流量及び揚程のもとで運転し、運転状態に
異常のないことを確認した。

(2)弁動作検査 ・操作スイッチを操作することにより注入弁を動作させ、正常に動作することを
確認した。

原子炉格納容器スプレイ系主要弁分解
検査

定 1.分解検査 ・原子炉格納容器スプレイ系主要弁の弁体、弁座等にき裂、変形、その他欠陥の
ないことを浸透探傷検査及び目視により確認した。

1.機能･性能検査

(1)弁動作検査 ・模擬信号を発信させることにより、冷却水止め弁が動作することを確認した。

(2)昇温検査 ・可燃性ガス濃度制御系の再結合器内ガス温度が水素再結合に必要な温度制御点
に所定の時間内で到達できることを確認し、その機能の健全性を確認した。

－
9
－

可燃性ｶﾞｽ濃度制御系機能検査

表－２  女川原子力発電所２号機 第８回定期検査結果

定原子炉格納容器隔離弁機能検査

原子炉格納容器真空破壊弁機能検査 定

定

定

原子炉格納容器ｽﾌﾟﾚｲ系機能検査



設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

原子炉格納施設 可燃性ｶﾞｽ濃度制御系主要弁分解検査 定 1.分解検査 ・可燃性ガス濃度制御系主要弁の弁体、弁座等にき裂、変形、その他欠陥のない
ことを浸透探傷検査及び目視により確認した。

可燃性ｶﾞｽ濃度制御系設備検査 事 1.漏えい検査 ・可燃性ガス濃度制御系について漏えい検査を実施し、各部からの漏えいのない
ことを確認した。

1.機能･性能検査

(1)気密性能検査 ・非常用ガス処理系を所定の流量で運転させ原子炉建屋原子炉棟が規定値以上の
負圧に維持されていることを確認した。

燃料設備 燃料取扱装置機能検査 1.機能･性能検査

(1)動力源喪失検査 ・燃料つかみ具の動力源が喪失した場合においても、模擬燃料が保持されている
ことを確認した。

原子炉建屋ｸﾚｰﾝ機能検査 事 1.機能･性能検査 ・原子炉建屋クレーンを各運転モードで運転操作を行い、インターロック機能が
動作すること及び巻上げ、巻下げ運転が円滑に行われることを確認した。

原子炉冷却系統設備 主蒸気逃がし安全弁・安全弁機能検査 1.機能･性能検査

(1)吹出し圧力検査 ・主蒸気逃がし安全弁（11台）が所定の圧力で動作することを確認した。

(2)漏えい検査 ・主蒸気逃がし安全弁（11台）のを加圧した状態においてシール機能の健全性を
確認した。

主蒸気逃がし安全弁・逃がし弁機能検
査

1.機能･性能検査

(1)設定値確認検査 ・ 動作値が許容範囲内であることを確認した。

(2)論理回路検査 ・論理回路が作動することを確認した。

(3)弁動作検査 ・模擬信号を発信させることにより、主蒸気逃がし安全弁が動作することを確認
した。

主蒸気逃がし安全弁分解検査 定 1.分解検査 ・主蒸気逃がし安全弁の弁体、弁座、弁棒、バネにき裂、変形、その他有意な欠
陥がないことを浸透探傷検査及び目視により確認した。

主蒸気隔離弁機能検査 1.機能･性能検査

(1)弁動作検査 ・模擬信号を発信させることにより、主蒸気隔離弁が所定の時間内に動作するこ
とを確認するとともに、原子炉格納容器隔離弁（原子炉格納容器隔離弁機能検
査で実施するものは除く）が動作することを確認した。

主蒸気隔離弁漏えい率検査 定 1.漏えい率検査 ・主蒸気隔離弁の漏えい率が所定の値以下に保たれていることを確認した。

主蒸気隔離弁漏えい率検査(停止後) 事 1.漏えい率検査（停止後） ・主蒸気隔離弁の漏えい率が所定の値以下に保たれていることを確認した。

主蒸気隔離弁分解検査 事 1.分解検査 ・主蒸気隔離弁の弁体、弁座、弁棒にき裂、変形、その他の欠陥のないことを浸
透探傷検査及び目視により確認した｡

自動減圧系機能検査 1.機能･性能検査

(1)弁動作検査 ・模擬信号を発信させることにより、自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁
が所定の時間内に動作することを確認した。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
1
0
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原子炉建屋原子炉棟気密性能検査 定

定

定

定

定

定



設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

原子炉冷却系統設備 1.機能･性能検査

(1)運転性能検査 ・

・

模擬信号を発信させることにより、非常用ディーゼル発電機が所定の時間内に
起動し、各負荷が所定の順序に従い順次投入されることを確認した。
高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系、低圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系、低圧注水系、原子炉補機冷却水系の運転
状態を確認し、その機能の健全性を確認した。

(2)弁動作検査 ・模擬信号を発信させることにより、高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系、低圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系及び低
圧注水系の注入隔離弁が動作することを確認した。

原子炉隔離時冷却系機能検査 1.機能･性能検査

(1)運転性能検査 ・模擬信号を発信させることにより、所定の時間内に作動すること及びそのとき
の運転状態を確認し、その機能の健全性を確認した。

(2)弁作動検査 ・模擬信号を発信させることにより、注入弁が動作することを確認した。

原子炉隔離時冷却系主要弁分解検査 事 1.分解検査 ・原子炉隔離時冷却系主要弁の弁体、弁座、弁棒にき裂、変形、その他の欠陥の
ないことを浸透探傷検査及び目視により確認した。

原子炉隔離時冷却系設備検査(機械設
備)

事 1.漏えい検査 ・原子炉隔離時冷却系の機器を運転し、各部からの漏えいがないことを確認し
た。

原子炉隔離時冷却系設備検査(電気設
備)

1.特性検査

(1)性能(校正)検査 ・原子炉隔離時冷却系に係る各検出要素及び指示計器が、許容範囲内に校正され
ていることを確認した。

(2)設定値確認検査 ・原子炉隔離時冷却系の各検出器が許容範囲内で作動することを確認した。

残留熱除去系ポンプ分解検査 定 1.分解検査 残留熱除去系ポンプ（Ｂ）の羽根車、主軸にき裂、変形、その他の欠陥のない
ことを浸透探傷検査及び目視により確認した。

残留熱除去系主要弁分解検査 定 1.分解検査 ・残留熱除去系主要弁の弁体、弁座、弁棒等にき裂、変形、その他の欠陥のない
ことを浸透探傷検査及び目視により確認した。

残留熱除去系熱交換器開放検査 事 1.開放検査 ・残留熱除去系熱交換器（Ｂ）の伝熱管に有意な欠陥のないことを過流探傷検査
により確認し、また、当該熱交換器の水室鏡板等にき裂、変形、その他の欠陥
のないことを浸透探傷検査及び目視により確認した。

残留熱除去系設備検査 1.機能･性能検査 ・残留熱除去系の機器を運転し、振動、異音等の有無及び揚程、流量に異常のな
いことを確認した。

2.漏えい検査 ・残留熱除去系の機器を運転し、各部からの漏えいがないことを確認した。

低圧炉心スプレイ系設備検査 事 1.漏えい検査 ・低圧炉心スプレイ系の機器を運転し、各部からの漏えいがないことを確認し
た。

高圧炉心スプレイ系設備検査 事 1.漏えい検査 ・高圧炉心スプレイ系の機器を運転し、各部からの漏えいがないことを確認し
た。
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事

定

事

非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機、高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ
系ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機、高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系、
低圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系、低圧注水系、原子
炉補機冷却水系機能検査

定



設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

原子炉冷却系統設備 原子炉給水ポンプ機能検査 1.機能･性能検査
(1)自動起動検査 ・タービン駆動原子炉給水ポンプを運転状態でトリップさせ、電動機駆動原子炉

給水ポンプが自動起動することを確認した。

(2)運転性能検査 ・電動機駆動原子炉給水ポンプの運転状態を確認し、その機能の健全性を確認し
た。

原子炉給水ﾎﾟﾝﾌﾟ分解検査 事
安
1.分解検査 ・電動機駆動原子炉給水ポンプ（Ｂ）及びタービン駆動原子炉給水ポンプ（Ｂ）

の羽根車、主軸等、原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン（Ｂ）の車室、隔
板、車軸、翼、軸受及び主要弁等にき裂、変形、その他の欠陥のないことを浸
透探傷検査及び目視により確認した。

給水加熱器開放検査 事 1.開放検査 ・高圧第１、２給水加熱器（Ｂ）および低圧第１給水加熱器ドレン冷却器（Ｂ）
の伝熱管に有意な欠陥のないことを過流探傷検査により確認し、また、当該加
熱器の水室溶接部等にき裂、変形、その他の欠陥のないことを浸透探傷検査及
び目視により確認した。

原子炉再循環ﾎﾟﾝﾌﾟ検査 事 1.外観検査 ・原子炉再循環ポンプのメカニカルシールについてにき裂、変形、その他の欠陥
のないことを目視により確認した。

※定期検査の調整運転中に、原子炉再循環ポンプ（Ａ）軸封部の第二段シール
室圧力が通常よりも高めに推移し、上昇傾向が確認され、これが継続している
ことから、計画的に原子炉を停止し、ポンプの軸封部を交換した事象（主要機
器点検情報Ｎｏ．２４参照［Ｐ５１］）の際にメカニカルシールの外観検査
（再検査）を実施した。

原子炉再循環系設備検査 事 1.漏えい検査 ・原子炉再循環系の機器を運転し、各部からの漏えいのないことを確認した。

原子炉冷却材浄化系ﾎﾟﾝﾌﾟ検査 事 1.分解検査 ・原子炉冷却材浄化系ポンプ（Ｂ）の羽根車、主軸等にき裂、変形、その他の欠
陥のないことを浸透探傷検査及び目視により確認した。

原子炉冷却材浄化系容器検査 事 1.開放検査 ・原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器（Ｂ）にき裂、打痕、変形およびその他の欠陥
のないことを目視により確認した。

原子炉冷却材浄化系設備検査 1.機能･性能検査 ・原子炉冷却材浄化系の機器を運転し、振動、異音等の有無及び揚程、容量に異
常のないことを確認した。また、定格熱出力一定運転中にろ過脱塩出口流量お
よび原子炉水導電率に異常のないことを確認した。

2.漏えい検査 ・原子炉冷却材浄化系の機器を運転し、各部からの漏えいのないことを確認し
た。

原子炉補機冷却水系ﾎﾟﾝﾌﾟ検査 事 1.分解検査 ・原子炉補機冷却水系ポンプ（Ａ）および原子炉補機冷却海水系ポンプ（Ａ）～
（Ｄ）の羽根車、主軸等にき裂、変形、その他の欠陥のないことを浸透探傷検
査及び目視により確認した。

原子炉補機冷却水系容器検査(定検) 事 1.開放検査 ・原子炉補機冷却水系の熱交換器の伝熱管について有意な欠陥のないことを過流
探傷検査により確認し、また、熱交換器およびストレーナ等容器について、表
面にき裂、打痕、変形、その他の欠陥のないことを目視により確認した。

原子炉補機冷却水系設備検査(定検) 事 1.機能･性能検査 ・原子炉補機冷却水系の機器を運転し、振動、異音等の有無及び揚程に異常のな
いことを確認した。
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設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

原子炉冷却系統設備 2.漏えい検査 ・原子炉補機冷却水系の機器を運転し、各部からの漏えいのないことを確認し
た。

非常用炉心冷却系ｽﾄﾚｰﾅ使用前確認検
査（イ項）

事 1.材料検査 ・非常用炉心ストレーナ（残留熱除去系、高圧炉心スプレイ系および低圧炉心ス
プレイ系の各ストレーナ）の材料が工事計画書および技術基準に定める材料に
適合することを確認した。

2.構造検査

(1)寸法検査 ・非常用炉心ストレーナの寸法を実測により確認し、許容寸法であることを確認
した。

(2)外観検査 ・非常用炉心ストレーナに機器の健全性に影響を及ぼすような、表面のかき傷、
クラック等の欠陥のがないことを確認した。

(3)据付検査 ・非常用炉心ストレーナの据付位置及び据付状態が工事計画のとおりであること
を目視により確認した。また、ストレーナ取付けボルトおよびナットの着座状
態に異常のないことを確認した。

非常用炉心冷却系ｽﾄﾚｰﾅ使用前確認検
査（ホ項）

事 1.機能検査

(1)残留熱除去系ストレー
ナ機能検査

・残留熱除去系ストレーナを吸込口として、残留熱除去系を運転させ、流量が規
定値以上であることを確認した。

(2)高圧炉心スプレイ系ス
トレーナ機能検査

・高圧炉心スプレイ系ストレーナを吸込口として、高圧炉心スプレイ系を運転さ
せ、流量が規定値以上であることを確認した。

(3)低圧炉心スプレイ系ス
トレーナ機能検査

・低圧炉心スプレイ系ストレーナを吸込口として、低圧炉心スプレイ系を運転さ
せ、流量が規定値以上であることを確認した。

ﾀｰﾋﾞﾝﾊﾞｲﾊﾟｽ弁検査 1.分解検査 ・タービンバイパス弁の弁体、弁座、弁棒にき裂、変形、その他の欠陥がないこ
とを浸透探傷検査及び目視により確認した。

2.漏えい検査 ・通常運転状態において、各部から漏えいがないことを確認した。

ﾀｰﾋﾞﾝﾊﾞｲﾊﾟｽ弁機能検査 事 1.機能･性能検査 ・模擬信号を発信させることにより、弁の動作状況に異常がないことを確認し
た。

給・復水系ﾎﾟﾝﾌﾟ検査 事 1.分解検査 ・高圧復水ポンプ（Ｂ）の羽根車、主軸等にき裂、変形、その他の欠陥のないこ
とを浸透探傷検査及び目視により確認した。

給・復水系設備検査(機械設備) 1.開放検査 ・給・復水系機器について目視および浸透探傷検査等により異常がないことを確
認した。

2.機能･性能検査 ・給・復水系の機器を運転し、振動、異音等の有無および圧力等に異常のないこ
とを確認した。

3.漏えい検査 ・給・復水系について漏えい検査を実施し、各部からの漏えいがないことを確認
した。
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設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

原子炉冷却系統設備 給・復水系設備検査(電気設備) 1.特性検査

(1)性能（校正）検査 ・給・復水系に係る計器が、許容範囲内に校正されていることを確認した。

(2)設定値確認検査 ・各検出器が許容範囲内で作動することを確認した。

(3)警報作動確認検査 ・各検出器の模擬信号を入力し、警報が発生することを確認した。

(4)論理回路検査 ・模擬信号を入力し、論理回路が作動することを確認した。

附帯設備 静止形無停電電源装置設備検査 事 1.機能･性能検査

(1)警報検査 ・模擬信号により警報が動作することを確認した。

(2)ｲﾝﾊﾞｰﾀ負荷運転･予備負
荷運転手動自動切替検査

・ ｲﾝﾊﾞｰﾀ負荷運転中に予備負荷運転へ切り替わることおよび予備負荷運転からｲﾝ
ﾊﾞｰﾀ負荷運転に切り替わることを確認した。

(3)交流･直流運転自動切替
検査および運転検査

・交流入力運転中に直流入力運転に切り替わることを確認した。

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ補機冷却水系容器検査 事 1.開放検査 ・高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ補機冷却水系熱交換器の伝熱管に有意な欠陥のないことを過流
探傷検査により確認し、また、当該熱交換器および高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ補機冷却海
水系のストレーナについて、表面にき裂、変形、その他の欠陥のないことを目
視により確認した。

高圧炉心スプレイ補機冷却水系設備検
査

事 1.漏えい検査 ・高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ補機冷却水系について漏えい検査を実施し、各部からの漏えい
がないことを確認した。

計測制御系統設備 制御棒駆動水圧系機能検査 1.機能･性能検査

(1)ｽｸﾗﾑ機能検査 ・制御棒全引抜きの状態からスクラムさせて、所定の時間に制御棒が挿入できる
ことを確認し、その機能の健全性を確認した。

制御棒駆動水圧系ｽｸﾗﾑ弁分解検査 定 1.分解検査 ・制御棒駆動水圧系スクラム弁の弁体、弁座、弁棒にき裂、変形、その他の欠陥
のないことを浸透探傷検査および目視により確認した。

制御棒駆動水圧系ﾎﾟﾝﾌﾟ検査 事 1.分解検査 ・制御棒駆動水ポンプ（Ｂ）の羽根車、主軸にき裂、変形、その他の欠陥のない
ことを浸透探傷検査及び目視により確認した。

制御棒駆動水圧系容器検査 事 1.開放検査 ・制御棒駆動水圧系アキュムレータ、制御棒駆動水フィルタおよびサクション
フィルタについて表面にき裂、打痕、変形、その他の欠陥のないことを目視に
より確認した。

※制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットのアキュムレータ開放点検後の漏えい試
験にて漏えいが確認された（主要機器点検情報Ｎｏ．１５参照［Ｐ４１］）こ
とから、分解点検および開放検査（再検査）を実施した。
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設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

計測制御系統設備 制御棒駆動水圧系設備検査 1.機能･性能検査 ・制御棒駆動水圧系の機器を運転し、振動、異音等の有無及び圧力に異常のない
ことを確認した。

※制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットの弁において閉操作ができない事象が確
認され、当該弁の分解点検を実施した（主要機器点検情報Ｎｏ．１９参照［Ｐ
４５］）ことから、分解点検後の機能・性能検査（再検査）を実施した。

2.漏えい検査 ・制御棒駆動水圧系の機器を運転し、各部からの漏えいがないことを確認した。

制御棒駆動機構分解検査 定 1.分解検査 ・制御棒駆動機構（２０本）にき裂、変形、その他の欠陥のないことを目視によ
り確認した。

制御棒駆動機構機能検査 事 1.機能･性能検査 ・制御棒の全挿入から全引抜までの時間を測定し、制御棒の引抜・挿入時間が許
容範囲内にあることを確認した。

※制御棒位置表示装置の故障（主要機器点検情報Ｎｏ．２１参照［Ｐ４７］）
にともない、制御棒（１本）について再検査を行い健全性を確認した。

制御棒特別検査 事 1.非破壊検査 ・他プラントにおいて、ハフニウム板型制御棒にひび及び破損が認められた事象
を踏まえ、ハフニウム板型制御棒全１３体の点検を行ったところ、そのうち５
体の上部に微小なひびがあることを確認したが、ひびがある状態で継続使用し
ても原子炉の安全性に影響を与えるものではないことが確認できたことから当
該制御棒については引きつづき使用することとした。

ほう酸水注入系機能検査 1.機能・性能検査

(1)運転性能検査 ・ほう酸水注入系を運転し、その時のポンプ等の運転状態に異常がないことを確
認した。

(2)弁動作検査 ・操作スイッチを操作することにより弁が動作し、ほう酸水注入系ポンプが起動
することを確認した。

2.特性検査
(1)ほう酸質量確認検査 ・ほう酸水貯蔵タンク水位、濃度を測定し、ほう酸質量が許容範囲内であること

を確認した。

ほう酸水注入系設備検査 事 1.漏えい検査 ・ほう酸水注入系の機器を運転し、各部からの漏えいがないことを確認した。

安全保護系設定値確認検査(核計装) 定 1.特性検査

(1)核計測装置設定値確認
検査

・起動領域モニタ、平均出力領域モニタ、制御棒引抜監視装置が許容範囲内で作
動することを確認した。

安全保護系設定値確認検査(ﾌﾟﾛｾｽ計 1.特性検査

(1)ﾌﾟﾛｾｽ計装設定値確認検
査

・原子炉圧力高、ドライウェル圧力高、原子炉水位低等の各検出器が許容範囲内
で作動することを確認した。
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設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

計測制御系統設備 1.特性検査

(1)性能(校正)検査 ・安全保護系に係る計器及び中央制御室の重要な計器が、許容範囲内に校正され
ていることを確認した。

※原子力安全・保安院から他社に出された計器の点検指示を踏まえ、自主的に
計器の点検を実施していたところ、非常用ガス処理系（Ａ）および（Ｂ）のト
レイン出口流量検出器において、流量検出器の計算書と計器仕様表の流量測定
レンジの記載に不整合があることが発見されたことから、当該流量計につい
て、設定値を正しい値に校正し健全性を確認した。（主要機器点検情報Ｎｏ．
１７参照［Ｐ４３］）

原子炉保護系ｲﾝﾀｰﾛｯｸ機能検査 1.機能･性能検査

（原子炉保護系・再循環ﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾘｯﾌﾟ
系）

(1)原子炉保護系検査 ・論理回路及びスクラム機能が作動することを確認した。

(2)再循環ﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾘｯﾌﾟ機能
検査

・原子炉再循環ポンプトリップ機能が作動することを確認した。

原子炉保護系ｲﾝﾀｰﾛｯｸ機能検査 1.機能･性能検査

（その他安全保護系） (1)その他安全保護系検査 ・各検出器の論理回路が作動することを確認した。

計装用圧縮空気系機能検査 1.機能･性能検査

(1)計装用圧縮空気系空気
圧縮機予備機自動起動検査

・圧力低の模擬信号を発信させることにより、予備機が自動起動することを確認
した。

(2)SAﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ弁動作検査 ・圧力低の模擬信号を発信させることにより、ＳＡバックアップ弁が動作するこ
とを確認した。

(3)警報確認検査 ・圧力低の模擬信号を発信させることにより、圧力低警報が発生することを確認
した。

主要制御系機能検査 事 1.特性検査

(1)設定値確認検査 ・原子炉水位低及び高の模擬信号を入力することにより検出器が許容範囲内で作
動することを確認した。

2.機能･性能検査

(1)操作端組合せ検査 ・制御装置に模擬信号を入力することにより蒸気加減弁、タービンバイパス弁、
給水流量調節弁等を作動させ弁ストロークを確認した。

(2)ｲﾝﾀｰﾛｯｸ検査 ・制御装置に模擬信号を入力することにより各インターロック機能が作動するこ
とを確認した。

(3)運転安定性確認検査 ・定格出力運転状態において、原子炉圧力、原子炉水位が安定して制御されてい
ることを確認した。

監視機能健全性確認検査(ﾌﾟﾛｾｽ計装) 事 1.特性検査

(1)性能(校正)検査 ・各検出器及び指示計器が、許容範囲内に校正されていることを確認した。

(2)設定値確認検査 ・各検出器が許容範囲内で作動することを確認した。

(3)制御定数確認検査 ・制御器の制御定数の設定を確認した。

事
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設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

計測制御系統設備 2.機能･性能検査

(1)警報確認検査 ・各検出器の模擬信号を入力し、警報が発生することを確認した。

(2)ﾛｼﾞｯｸ確認検査 ・模擬信号を入力し、論理回路が作動することを確認した。

核計測装置機能検査 事 1.特性検査 ・中央制御室から検出器までの絶縁抵抗を測定し異常のないことを確認した。

※局部出力領域モニタ検出器のケーブルを逆に接続していたことが確認され、
正しい接続に再接続後、ケーブルの絶縁抵抗を測定する特性検査（再検査）を
実施し、健全性を確認した。（主要機器点検情報Ｎｏ．２３参照［Ｐ４９］）

中央制御室外原子炉停止装置機能検査 事 1.機能･性能検査 ・中央制御室から中央制御室外原子炉停止装置に操作を切り替えられることおよ
び、計器、警報回路および表示灯が現状の状態を指示することを確認した。

選択制御棒挿入機能検査 1.機能･性能検査
(1)論理回路検査 ・論理回路が作動することを確認した。

(2)ｽｸﾗﾑ弁動作検査 ・選択制御棒挿入機能が働くことをｽｸﾗﾑ弁の作動により確認した。

静止型原子炉再循環ﾎﾟﾝﾌﾟ電源装置検 1.機能･性能検査

(1)ﾙｰﾌﾟ確認検査 ・出力周波数が許容範囲内であることを確認した。

(2)運転性能検査 ・再循環ポンプ各速度における電圧、周波数を測定し健全性を確認した。

制御棒価値ﾐﾆﾏｲｻﾞ機能検査 事
安
1.機能･性能検査 ・制御棒の操作に関わる監視機能が正常に作動することを確認した。

放射線管理設備 ﾌﾟﾛｾｽﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ設備機能検査 1.特性検査

(1)線源校正検査 ・標準線源を用いて各検出器の校正が正しいことを確認した。

(2)設定値確認検査 ・各検出器の警報及び表示灯が許容範囲内で作動することを確認した。

2.機能･性能検査

(1)ｲﾝﾀｰﾛｯｸ機能検査 ・プロセスモニタリング設備のインターロックが作動することを確認した。

1.特性検査

(1)線源校正検査 ・エリア放射線モニタリング設備、プロセス放射線モニタリング設備の検出器が
許容範囲内に校正されていることを確認した。

(2)設定値確認検査 ・警報・表示灯が許容範囲内で作動することを確認した。

非常用ガス処理系機能検査 1.機能･性能検査

(1)自動起動検査 ・模擬信号を発信させることにより、原子炉建屋原子炉棟換気空調系が隔離さ
れ、非常用ガス処理系が自動起動することを確認した。

(2)運転性能検査 ・非常用ガス処理系の運転状態に異常のないことを確認した。
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監視機能健全性確認検査(ｴﾘｱﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
設備･ﾌﾟﾛｾｽﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ設備)



設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

放射線管理設備 非常用ｶﾞｽ処理系ﾌｨﾙﾀ性能検査 1.機能･性能検査

(1)ﾁｬｺｰﾙｴｱﾌｨﾙﾀ性能検査 ・非常用ガス処理系フィルタ装置の性能が基準値以上であることを確認した。

非常用ガス処理系設備検査（機械設
備）

1.開放検査 ・非常用ガス処理系機器にき裂、変形のないことを目視により確認した。

2.漏えい検査 ・非常用ガス処理系について漏えい検査を実施し、各部からの漏えいがないこと
を確認した。

非常用ガス処理系設備検査（電気設
備）

事 1.機能･性能検査 ・非常用ｶﾞｽ処理系空気乾燥装置電気ヒータおよびフィルタ装置スペースヒータ
について発熱体の相間抵抗測定を実施し、機能の健全性を確認した。

中央制御室換気空調系機能検査 1.機能･性能検査

(1)自動起動検査 ・模擬信号を発信させることにより、中央制御室再循環送風機が自動起動し、非
常用再循環運転に切り替わることを確認した。

(2)運転性能検査 ・中央制御室換気空調系の運転状態に異常のないことを確認した。

(3)非常時外気取入ﾓｰﾄﾞ作
動検査

・中央制御室少量外気取入ダンパ操作器等の機器が正常に作動することを確認し
た。

1.機能･性能検査

(1)ﾁｬｺｰﾙｴｱﾌｨﾙﾀ性能検査 ・中央制御室換気空調系再循環フィルタ装置の性能が基準値以上であることを確
認した。

換気空調系機能検査 事 1.機能･性能検査 ・常用換気空調系の機器を運転し、運転状態に異常のないことを確認した。

換気設備 中央制御室換気空調系ﾌｧﾝ検査 事 1.分解検査 ・中央制御室再循環送風機（Ｂ）の羽根車、主軸にき裂、変形、その他の欠陥の
ないことを浸透探傷検査及び目視により確認した。

中央制御室換気空調系設備検査 事 1.機能･性能検査 ・中央制御室換気空調系の機器を運転し、振動および異音等の異常がないことを
確認した。

2.漏えい検査 ・中央制御室換気空調系について漏えい検査を実施し、各部からの漏えいがない
ことを確認した。

廃棄設備 気体廃棄物処理系機能検査 1.機能･性能検査

(1)運転性能検査 ・プラント運転状態において、気体廃棄物処理系の運転状態が安定していること
を確認した。

気体廃棄物処理系ﾎﾟﾝﾌﾟ検査 事 1.分解検査 ・排ガス真空ポンプ（Ａ）の羽根車、主軸等にき裂、変形、その他の欠陥のない
ことを浸透探傷検査及び目視により確認した。

気体廃棄物処理系容器検査 事
安
1.開放検査 ・排ガス予熱器（Ａ）、（Ｂ）および排ガス復水器（Ａ）の伝熱管に有意な欠陥

のないことを過流探傷検査により確認し、また、水室内面等にき裂、変形、そ
の他の欠陥のないことを浸透探傷検査、超音波探傷検査及び目視により確認し
た。

気体廃棄物処理系設備検査 事 1.機能･性能検査 ・気体廃棄物処理系の機器を運転し、振動および異音等の異常がないことを確認
した。
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中央制御室換気空調系再循環フィルタ
性能検査



設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

廃棄設備 2.漏えい検査 ・気体廃棄物処理系について漏えい検査を実施し、各部からの漏えいがないこと
を確認した。

液体廃棄物処理系ﾎﾟﾝﾌﾟ検査(定検) 事 1.分解検査 ・液体廃棄物処理系ポンプ（ドライウェル機器ドレンサンプポンプ（Ｂ）および
ドライウェル床ドレンサンプポンプ（Ｂ））の羽根車、主軸等にき裂、変形、
その他の欠陥のないことを浸透探傷検査及び目視により確認した。

液体廃棄物処理系容器検査(定検) 事 1.開放検査 ・ドライウェル床ドレンサンプおよびドライウェル機器ドレンサンプについてき
裂、変形、その他の欠陥のないことを浸透探傷検査及び目視により確認した。

液体廃棄物処理系設備検査(定検） 1.機能･性能検査 ・液体廃棄物処理系（格納容器内サンプポンプ）を運転し、振動、異音の有無及
び揚程、容量に異常のないことを確認した。

2.漏えい検査 ・液体廃棄物処理系（格納容器内サンプポンプ）について漏えい検査を実施し、
各部からの漏えいがないことを確認した。

流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出
装置および警報装置機能検査

事 1.機能･性能検査 ・漏えい検出装置に係る警報が作動することを確認した。

非常用予備発電装置 1.機能･性能検査
(1)非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機、
高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発
電機定格容量確認検査

・非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機に必要な容
量が確保されていることを確認した。

非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関分解検査 定 1.分解検査 ・非常用ディーゼル機関のピストン、ピストン連接棒、クランク軸等にき裂、変
形、その他の欠陥のないことを浸透探傷検査及び目視により確認した。

高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関分解検査 定 1.分解検査 ・高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関のピストン、ピストン連接棒、クランク軸
等にき裂、変形、その他の欠陥のないことを浸透探傷検査及び目視により確認
した。

※浸透探傷検査を行ったところ、Ｎｏ．１３シリンダーのピストン連接棒に判
定基準を超える浸透指示模様を２箇所（長さ：3.0mm､2.0mm）発見したことか
ら、当該部位について、手入れを実施し、再度浸透探傷検査を行い、異常のな
いことを確認した。（主要機器点検情報Ｎｏ．９参照［Ｐ３５］）

直流電源系機能検査 1.機能･性能検査

(1)直流電源系機能検査 ・直流電源設備について、充電器および蓄電池の浮動充電運転状態の健全性を確
認した。

非常用予備電源装置検査(機械設備：
非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関）

1.開放検査 ・非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関空気だめ、非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関潤滑油冷却器、非常用ﾃﾞｨｰｾﾞ
ﾙ機関付潤滑油ﾌｨﾙﾀ（Ａ）（Ｂ）にき裂、変形等、異常のないことを目視によ
り確認した。

2.分解検査 ・非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関付清水ﾎﾟﾝﾌﾟ（Ａ）の主軸、羽根車、非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関空
気圧縮機（Ａ－２）（Ｂ－２）のﾋﾟｽﾄﾝおよび非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関付潤滑油ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ（Ｂ）の主動軸等にき裂、変形等、異常のないことを浸透探傷検査及び目視

3.機能･性能検査 ・定格負荷運転状態において、振動、異音等、異常のないことを確認した。

4.漏えい検査 ・非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関について漏えい検査を実施し、各部からの漏えいがないこ
とを確認した。

非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機、高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ
系ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機定格容量確認検査
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設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

非常用予備発電装置 1.特性検査
(1)性能(校正)検査 ・非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関に係る各検出器及び指示計器が、許容範囲内に校正されて

いることを確認した。

(2)設定値確認検査および
警報作動確認検査

・各検出器に模擬信号を入力し、各検出器が許容範囲内で作動することおよび警
報が発生することを確認した。

非常用予備電源装置検査(機械設備：
高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関）

事 1.開放検査 ・高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関空気だめおよび高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関付潤
滑油ﾌｨﾙﾀにき裂、変形等、異常のないことを目視により確認した。

2.分解検査 ・高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関付清水ﾎﾟﾝﾌﾟの主軸、羽根車、高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関空気圧縮機（Ｈ－１）のﾋﾟｽﾄﾝ等にき裂、変形等、異常のないこと
を浸透探傷検査及び目視により確認した。

3.機能･性能検査 ・定格負荷運転状態において、振動、異音等、異常のないことを確認した。

4.漏えい検査 ・高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関について漏えい検査を実施し、各部からの漏えい
がないことを確認した。

1.特性検査
(1)性能(校正)検査 ・高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関に係る各検出器及び指示計器が、許容範囲内に校

正されていることを確認した。

(2)設定値確認検査および
警報作動確認検査

・各検出器に模擬信号を入力し、各検出器が許容範囲内で作動することおよび警
報が発生することを確認した。

蒸気タービン設備 蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ性能検査(負荷検査) 定 1.総合性能検査

(1)負荷検査
・原子炉熱出力一定運転において、蒸気タービンが安定した連続運転ができるこ
とを確認した。

蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ性能検査(機械設備：組立状 定 1.総合性能検査
況・保安装置検査) (1)組立状況検査 ・ボルトの締付代およびロータアライメントが設定値内であることを確認した。

(2)保安装置検査
・停止時および起動時に保安装置が設定値内で作動することを確認した。

蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ性能検査(電気設備：保安装 定 1.総合性能検査
置検査)

(1)保安装置検査
・模擬信号を発信させることにより、蒸気ﾀｰﾋﾞﾝの保安装置が動作することを確
認した。

蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ開放検査 定 1.開放検査 ・高圧タービン、低圧タービン（非開放車室）の車室、隔板、噴口、車軸、円
板、翼、軸受、調速装置及び主要弁、復水器、湿分分離加熱器に有意な浸食、
損傷がないことを浸透探傷検査及び目視により確認した。

※高圧タービン上半部噴口（タービン側）の浸透探傷検査を行ったところ、第
３段隔板の噴口板１枚目にひび（２箇所）が発見されたことから、ひびを除去
した上で溶接補修を実施した。（主要機器点検情報Ｎｏ．６参照［Ｐ３２］）

非常用予備電源装置検査(電機設備：
非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関）

非常用予備電源装置検査(電気設備：
高圧炉心ｽﾌﾟﾚｲ系ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関）
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設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

蒸気タービン設備 蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ設備検査(機械設備) 1.分解検査 ・循環水ポンプ（Ｂ）及び低圧復水ポンプ（Ｂ）について、き裂、変形、その他
の欠陥のないことを浸透探傷検査及び目視により確認した。

2.機能･性能検査 ・分解検査を実施した循環水ポンプ（Ｂ）及び低圧復水ポンプ（Ｂ）について、
正常に動作することを確認した。

3.漏えい検査 ・蒸気タービン設備の各対象機器について、各部からの漏えいがないことを確認
した。

蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ設備検査(電気設備) 1.特性検査

(1)性能(校正)検査 ・蒸気タービン設備に係る各検出器及び指示計器が、許容範囲内に校正されてい
ることを確認した。

(2)設定値確認検査 ・蒸気タービン設備の各検出器が許容範囲内で作動することを確認した。

(3)警報作動確認検査 ・蒸気タービン設備の各検出器の模擬信号を入力し、警報が発生することを確認
した。

電気設備 発電機点検 点 1.簡易分解点検･性能試験 ・主発電機本体の簡易分解点検、漏えい確認試験、固定子・回転子等の絶縁抵抗
測定等を実施し、機能の健全性を確認した。

変圧器点検 点 1.外観点検･性能試験 ・主要変圧器（主変圧器・所内変圧器・起動変圧器）の外観点検・性能試験等を
実施し、機能の健全性を確認した。

しゃ断器点検 点 1.外観点検･性能試験 ・所内電源系しゃ断器について外観点検・性能試験を実施し、機能の健全性を確
認した。

供用期間中検査 クラス１機器供用期間中検査　※１ 1.非破壊検査 ・クラス１機器に含まれる圧力容器等の耐圧部について供用期間中検査を行い健
全性を確認した。

2.漏えい検査 ・クラス１機器範囲内の漏えい検査を実施し、漏えいのないことを確認した。

※定期検査の調整運転中に、原子炉再循環ポンプ（Ａ）軸封部の第二段シール
室圧力が通常よりも高めに推移し、上昇傾向が確認され、これが継続している
ことから、計画的に原子炉を停止し、ポンプの軸封部を交換した事象（主要機
器点検情報Ｎｏ．２４参照［Ｐ５１］）に伴い、開放した軸封部接続配管フラ
ンジ部および軸封部取付フランジ部について再検査（漏えい検査）を実施し漏
えいの無いことを確認した。

クラス２機器供用期間中検査　※１ 定 1.非破壊検査 ・クラス２機器に含まれる配管等の耐圧部について供用期間中検査を行い健全性
を確認した。

2.漏えい検査 ・クラス２機器範囲内の漏えい検査を実施し、漏えいのないことを確認した。

クラス３機器供用期間中検査　※１ 1.非破壊検査 ・クラス３機器に含まれる配管等の耐圧部について供用期間中検査を行い健全性
を確認した。

2.漏えい検査 ・クラス３機器範囲内の漏えい検査を実施し、漏えいのないことを確認した。
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設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

補助ボイラー設備 補助ﾎﾞｲﾗｰ開放検査 事 1.開放検査 ・補助ボイラー蒸気発生器、蒸気ドラム等について、き裂、変形、その他の欠陥
のないことを浸透探傷検査及び目視により確認した。

補助ﾎﾞｲﾗｰ負荷検査(機械設備) 1.総合性能検査

(1)保安装置検査
・補助ボイラーの安全弁が正常に作動することを確認した。

(2)負荷検査 ・補助ボイラーが安定して運転できることを確認した。

補助ﾎﾞｲﾗｰ負荷検査(電気設備) 事
1.総合性能検査

(1)保安装置検査
・模擬信号により、保安装置が動作しボイラーが停止することを確認した。

補助ﾎﾞｲﾗｰ設備検査(機械設備) 事 1.漏えい検査 ・補助ボイラー設備の各対象機器について、各部からの漏えいのないことを確認
した。

補助ﾎﾞｲﾗｰ設備検査(電気設備) 事 1.特性検査 ・各検出要素及び指示計器が、許容範囲内に校正されていることを確認した。

その他 総合負荷性能検査 定 1.総合性能検査 ・原子炉熱出力一定運転において、プラントが安定した連続運転ができることを
確認した。

安全弁検査(定検：原子炉系） 1.分解検査 ・分解点検対象の安全弁について、き裂、打こん、変形、その他の欠陥のないこ
とを浸透探傷検査及び目視により確認した。

2.機能･性能検査 ・安全弁が正常に動作することを確認した。

安全弁検査(定検：ﾀｰﾋﾞﾝ系） 1.分解検査 ・分解点検対象の安全弁について、き裂、打こん、変形、その他の欠陥のないこ
とを浸透探傷検査及び目視により確認した。

2.機能･性能検査 ・安全弁が正常に動作することを確認した。

逆止弁検査(定検：原子炉系) 事 1.分解検査 ・分解点検対象の逆止弁について、き裂、打こん、変形、その他の欠陥のないこ
とを浸透探傷検査及び目視により確認した。

逆止弁検査(定検：ﾀｰﾋﾞﾝ系) 事 1.分解検査 ・分解点検対象の逆止弁について、き裂、打こん、変形、その他の欠陥のないこ
とを浸透探傷検査及び目視により確認した。

主要弁検査(定検：原子炉系) 事 1.分解検査 ・分解点検対象の主要弁について、き裂、打こん、変形、その他の欠陥のないこ
とを浸透探傷検査及び目視により確認した。

主要弁検査(定検：ﾀｰﾋﾞﾝ系) 事
安
1.分解検査 ・分解点検対象の主要弁について、き裂、打こん、変形、その他の欠陥のないこ

とを浸透探傷検査及び目視により確認した。

電動機検査（定検） 事
安
1.外観検査(耐震) ・支持構造物について、き裂、変形のないことを目視により確認した。

2.機能･性能検査 ・負荷試運転を実施し、運転状態に異常がないことを確認した。

事

事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
2
2
－

事



設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

その他 配管肉厚測定（原子炉系） 事 1.非破壊検査 ・原子炉系の対象となる配管について、超音波厚さ測定及び放射線透過検査を実
施し、必要最小肉厚以上確保されていることおよび、余寿命が１サイクル（１
４ヶ月）以上であることを確認した。

配管肉厚測定（ﾀｰﾋﾞﾝ系） 事
安
1.非破壊検査 ・タービン系の対象となる配管について、超音波厚さ測定及び放射線透過検査を

実施し、必要最小肉厚以上確保されていることおよび、余寿命が１サイクル
（１４ヶ月）以上であることを確認した。

機器肉厚測定 事 1.非破壊検査 ・タービン系の対象となる機器について、超音波厚さ測定を実施し、必要最小肉
厚以上確保されていることおよび、余寿命が１サイクル（１４ヶ月）以上であ
ることを確認した。
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　 ※１：クラス１機器　：原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器
　　　　 クラス２機器　：非常用炉心冷却系、非常用ガス処理系、原子炉隔離時冷却系、制御棒駆動水圧系のスクラム機能系等
　　　　 クラス３機器　：クラス１，２機器，クラスＭＣ容器（原子炉格納容器（圧力抑制室を含む））および放射線管理設備に属するダクト以外の容器または管等




















































































































































































































